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■新型コロナワクチン秋開始接種について
市では重症化予防の観点から、初回接種（※）を完了した生後6か月以上のすべての方を対象に、国の方針に基づき
令和5年秋開始接種を実施します。
（1）接種時期　9月20日（水）〜令和6年3月31日（日）
（2）接種対象者　初回接種を完了した生後6か月以上のすべての方
（3）ワクチンの種類　ファイザー社製またはモデルナ社製のオミクロン株XBB.1.5対応1価のワクチン

＊　医療機関で取り扱うワクチンは、供給状況により変更となる場合があるので予約時に確認してください
（4）接種回数　1人1回まで

※　12歳以上の方・5歳から11歳の方は1・2回目の接種、生後6か月から4歳の方は1〜3回目の接種
●接種券の発送
・予約の集中による混乱を避けるため、前回の接種日順に段階的に接種券を発送しています。
発送日　8月25日（金）、9月1日（金）、8日（金）、15日（金）、22日（金）
＊　9月8日（金）、15日（金）、22日（金）は状況により発送日が変更となる場合があります

・接種券がお手元に届いた方から順次予約ができます。
・	すでに3回目から6回目の接種券をお持ちの場合は、お手元の接種券を使用し、予約をしたあと、オミクロン株
XBB.1.5対応1価のワクチンの接種ができます。

●接種場所
・鶴ヶ島市内や坂戸市内の医療機関で接種することができます。
詳細は、接種券に同封する案内チラシや市ホームページで確認してください。　

新型コロナワクチン接種
※　掲載内容は8月18日時点のものです。変更となる場合もありますので、市ホームページなどで最新の情報をご確認ください

接種費用

無料
全額公費負担

問合先　市コロナワクチン接種コールセンター　☎0570・02・5672

■発熱など症状のある方へ
県では発熱などの症状がある場合に、地域の
身近な医療機関などで受診することができる
よう、指定医療機関を公表しています。

■り患後の後遺症にお悩みの方へ
新型コロナ感染症の後遺症には、倦怠感や息切れ、集
中力の低下などの症状がみられ、人によっては日常生
活に影響が生じる場合があります。県では、後遺症の
診療を行う医療機関を公表していますので、県のホー
ムページを確認の上、医療機関にご相談ください。

県HPはこちら 県HPはこちら
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■初回接種について
12歳以上の方、小児（5歳〜11歳）の方、乳幼児（生後6か月〜4歳）の方の初回接種についても、引き
続き実施します。
まだ接種していない方のうち、転入した方や接種券を紛失してしまった場合は、接種券を再発行し
ますので、WEB申請または市コールセンターまでご連絡ください。	

■新型コロナワクチン春開始接種について
8月31日まで実施予定だった春開始接種は9月19日まで延長されました。接種対象者（※）は前回の接種から3か月経
過していれば、期間内（5月8日〜9月19日）に1回接種できます。
※　初回接種を完了した方のうち、65歳以上の高齢者、5歳から64歳までの基礎疾患をお持ちの方および医療従事
者など	

WEB申請はこちら

市HPはこちら
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ゲートキーパー
になろう！

～9月10日から16日は自殺予防週間です～

人は誰でも落ち込むことがあります。もし、身近な人
や大切な人が落ち込んでいたら、勇気を出してやさし
く声をかけてみてはどうでしょうか。そんな行動が、
ゲートキーパーの第一歩になります。
ゲートキーパーは、悩んでいる人に気づき、声をかけ
てあげられる人のことです。特別な研修や資格は必要
ありません。周りで悩んでいる人がいたら、やさしく
声をかけてあげてください。声をかけあうことで、不
安や悩みをやわらげることができるかもしれません。
一人ひとりは大切な人の「ゲートキーパー」です。

心が弱ってしまったとき、あなたの話を聴き、支えになろうとしてくれる人はたくさんいます。
あなたの心を救うたくさんの選択肢があることをどうか知っていてください。

問合先　障害者福祉課障害者支援担当

■気づき･声かけ
元気がない、ため息が多
い、食欲がない、眠れて
いないなど、身近な人の
いつもと違う様子が気に
なったら、自分なりに声
をかけてみましょう。

■つなぐ 
相談を受けた側は、一人
で抱えず、内容によって
は早めに病院や相談機関
の専門家につなぎましょ
う。また、本人のプライ
バシーを守りながら、家
族や上司・友人らの協力
を求めましょう。

■耳を傾ける
しっかり相手と向き合い、
言い分をそのまま受けと
めます。うなずくだけで
も十分です。これまで苦
しんできたことをねぎら
い、相手は「自分は独り
でなかった」と安心でき
ます。激励や説教は禁物
です。

■見守る
世話を焼き過ぎず、少し
気に留める程度で、いつ
もと変わらぬ態度で、温
かく、長い目で見守りま
しょう。

ゲートキーパーの役割

ひとりで悩まず、相談してみませんか

事業名 二次元コード 登録方法 対象 相談時間・相談期間

埼玉県SNS相談事業
こころのサポート＠埼玉 LINE

県内に居住、
通学、通勤な
どしている方

日曜日21時〜翌6時
月曜日21時〜翌1時
※　受付は終了30分前まで
相談期間／令和6年3月25日まで

LINEやオンラインチャットな
どの相談窓口について厚生労
働省のホームページで紹介し
ています

厚生労働省HP

相談窓口 電話番号 こんなとき・こんな悩みに 受付時間

対
面
・
電
話

障害者福祉課障害者支援担当 ☎271•1111
家族の様子が心配、どうしたらよいか?専門の
先生や病院は?福祉制度を利用したいなど(保
健師、精神保健福祉士)

平日8時30分〜17時15分

こころの健康相談（市） ☎271•1111
ストレスから心身ともにすぐれない、酒、ギャ
ンブルがやめられない、誰とも会わずに家に
ばかりいる	など(精神科専門医)

相談日／火曜日午前（月1回）
【要予約】
予約受付／平日8時30分〜17時15分

暮らしとこころの総合相談会
（さいたま市大宮区錦町682-2	
JACK大宮5階）

☎048•782•4675
借金や失業、パワハラやいじめ、不眠や不安
など生活や健康について(弁護士、司法書士、
社会福祉士など)

原則木曜日15時〜19時
電話相談／平日10時〜17時

県立精神保健福祉センター
（伊奈町小室818-2） ☎048•723•6811 精神科の受診、不安や悩み、対人関係や性格、

飲酒や薬物、ひきこもり、うつ病などについ
て(保健師、精神保健福祉士など)

平日9時〜17時

坂戸保健所（坂戸市石井2327-1） ☎283•7815 平日8時30分〜17時15分

電
話

♯いのちSOS ☎0120･061･338
生きることに疲れた・悩みがある・困ってい
るとき、一人で抱えず、専門の相談員が一緒
に解決の手立てを探す窓口

日・月・火・金曜日24時間
水・木・土曜日6時〜24時

厚生労働省
「こころの健康相談統一ダイヤル」 ☎0570•064•556

24時間365日
よりそいホットライン ☎0120•279•338

埼玉いのちの電話 ☎048•645•4343 心がつらく助けを必要とする人のための相談
窓口

24時間子どもSOSダイヤル ☎0120•0•78310 学校や家庭での悩みや困りごとについて子ど
もと保護者のための相談窓口（県教育委員会）

さいたまチャイルドライン ☎0120•99•7777 抱えた思いを話して楽になりたいなど、18歳
までの子どものための相談窓口（ボランティア）毎日16時〜21時


